
平成２４年度第１回春日井市町名等審議会次第 

 

日時 平成 24 年 10 月３日（水） 

午後２時 00 分から 

場所 第３委員会室（議会棟４階） 

 

 

 

次    第 

 

１ 会長及び副会長の選出 

 

２ 報告事項 

   会議の運営について 

 

３ 諮問事項 

(１)春日井篠木四ツ谷土地区画整理事業に伴う字の区域の変更について 

(２)勝川駅南口周辺土地区画整理事業に伴う字の区域の変更について 

 

４ その他 
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春 日 井 市 町 名 等 審 議 会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日  時  平成２４年１０月３日（水） 

                午後２時００分から 

場  所  春日井市役所 第３委員会室 





２ 

諮問事項１ 

 

字の区域の変更について（案） 

 

春日井篠木四ツ谷土地区画整理事業に伴い、別図第１に示す区域におい

て別図第２のように字の区域の変更を行う。 
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諮問事項２ 

 

字の区域の変更について（案） 

 

勝川駅南口周辺土地区画整理事業に伴い、別図第１に示す区域において

別図第２のように字の区域の変更を行う。 

 



松新町

六丁目

七丁目

一丁目

二丁目

八丁目

勝川町

五丁目

柏井町

六丁目

四丁目

三丁目

三丁目

四丁目

凡　　　　例

別 図 第 1

実 施 区 域

町 界

字（丁目）界

youto
長方形

youto
長方形

youto
テキストボックス
別 図 第 １

youto
折れ線

youto
線

youto
テキストボックス
６



松新町

六丁目

七丁目

一丁目

二丁目

八丁目

勝川町

五丁目

柏井町

六丁目

四丁目

三丁目

三丁目

四丁目

凡　　　　例

別 図 第 2

実 施 区 域

町 界

字（丁目）界

youto
長方形

youto
長方形

youto
テキストボックス
別 図 第 ２

youto
折れ線

youto
線

youto
テキストボックス
７



 

春日井篠木四ツ谷土地区画整理事業の概要 

 

 

〈〈〈〈事業事業事業事業のあらましのあらましのあらましのあらまし〉〉〉〉    

  事業の名称    尾張都市計画事業 

           春日井篠木四ツ谷土地区画整理事業 

 

  施 行 者    春日井篠木四ツ谷土地区画整理組合 

 

  施行面積    約44.17ｈａ 

 

  施行開始年度    平成８年度～ 

 

  換 地 処 分    平成25年度秋ごろ 

 

  進 捗 率    91.1％（平成23年度末） 

 

資料１ 
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 勝川駅南口周辺土地区画整理事業の概要 

 

 

〈〈〈〈事業事業事業事業のあらましのあらましのあらましのあらまし〉〉〉〉        

  事業の名称    尾張都市計画事業  

           勝川駅南口周辺土地区画整理事業 

 

  施 行 者    春日井市 

 

  施行面積    約14.52ｈａ 

 

  施行開始年度    平成６年度～ 

 

  換 地 処 分    平成25年度秋ごろ 

 

  進 捗 率    99％（平成23年度末） 

 

資料３ 



���

���

���

	
�

���

��

���

��

���

���

���

���

���

���
���

���

���

���

���

���

���

���

���

��� ���
����

���

���

�����

���

��� ��� ���

���

��

���

���

���
���

���

	
�

���

��

���

��

���

���

���

���

���

���
���

���

���

���

���

���

���

���

���

��� ���
����

���

���

�����

���

��� ��� ���

���

��

���

youto
長方形

youto
長方形

youto
長方形



春日井市町名等審議会条例 

昭和 49 年 3 月 30 日 

条例第 23 号 

(趣旨) 

第 1 条 この条例は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 138 条の 4 第 3 項

の規定に基づき、春日井市町名等審議会に関する事項を定めるものとする。 

(設置) 

第 2 条 市長の諮問に応じて、次の各号に掲げる事項について必要な調査及び

審議を行うため、春日井市町名等審議会(以下「審議会」という。)を置く。 

(1) 町名の変更に関すること。 

(2) 町の区域の設定、変更及び廃止に関すること。 

(3) 住居表示制度の実施に関すること。 

(委員) 

第 3 条 審議会は、委員 12 名以内で組織する。 

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(1) 市議会の議員 

(2) 公共的団体等の役員又は職員 

(3) 学識経験者 

(4) 市職員 

(委員の任期) 

第 4 条 委員の任期は、2 年とする。ただし、再任を妨げない。 

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

(臨時委員) 

第 5 条 審議会に特別の事項を調査及び審議する必要があるときは、臨時委員

若干人を置くことができる。 

(会長及び副会長) 

第 6 条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。 

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。 

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務

を代理する。 

(会議) 

第 7 条 審議会は、会長が招集する。 

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、会長の決す

るところによる。 

(庶務) 

第 8 条 審議会の庶務は、まちづくり推進部において行う。 

(委任) 

第 9 条 この条例に定めるもののほか審議会の運営に関し、必要な事項は別に

市長が定める。 

附 則 

この条例は、昭和 49 年 4 月 1 日から施行する。

資料５ 



春日井市町名町界地番設定基準春日井市町名町界地番設定基準春日井市町名町界地番設定基準春日井市町名町界地番設定基準                 

 

１ 設定区域                             

春日井市全域とする。  

２ 町界                           

 (1) 町割りの方式                      

    原則として街かく式とし、やむを得ない場合は結合式とする。 

 (2) 町の大きさ                       

    町の規模は、用途地域別により次に掲げる面積を基準とする。

   但し、この基準に拠ることができない場合は、隣接地域の状況 

   及び将来の発展性を考慮して定める。            

   商業を主とする地域                   

    １０㌶～１５㌶（約３万坪～５万坪）           

   住居を主とする地域                   

    １５㌶～２５㌶（約５万坪～８万坪）           

   工業を主とする地域                   

    ２５㌶～５０㌶（約８万坪～１７万坪） 

 (3) 町又は丁目の境界                    

     町又は丁目の境界は、公道、河川、水路、鉄道等その他恒久的

    な施設によって定める。この場合、境界線は、公道、河川、水路、

    鉄道等の側線をとることが適当である。側線は、東西線について

    はその側線の北側、南北線についてはその側線の東側とする。 

(4) 町の名称の定め方  

ア  町の名称を定める場合には、従来の名称に準拠して歴史上由

緒あるもの、親しみ深いもの、語調のよいもの等を選択し、あ

らたに町の名称をつける場合には、当用漢字を用い、全市を通

じて同一の町の名称、又はまぎらわしい類似の町の名称が生じ

ないようにする。 

イ  町名の設定にあたっては、何町又は何通とすることとし丁目

が付される場合であっても、町又は通を省かないものとする。 

資料６ 



３ 丁目の配列 

配列は原則として町の最も西方の境界線を起点とし、南北にあっ

ては南から一定の基準（右回り蛇行式）により整然と配列し、丁目

の数は一桁に止める。 

４ 地番  

 (1) 地番区域                        

    不動産登記法施行令第１条、第２条による起番は、一つの町又

   は丁目のブロック（街区）ごととする。 

(2) 地番の定め方                      

      地番の定め方は、「不動産登記事務取扱手続準則」第６７条第 

１項第８号に規定するブロック（街区）によるものとし、各ブロ 

ックごとに１．２．３．４．．．と本番を付し、ブロックの筆ご 

とに１．２．３．４．．．と支号（枝番）を付ける。     

      事後、分筆した土地については最終の支号（枝番）を追い順次

     支号（枝番）を定める。 

(3) 地番の配列 

本番の配列は原則として丁目の最も西方の境界線を起点とし

て、南北にあっては南からブロック（街区）ごとに一定の基準（右

回り蛇行式）の順に番号を付ける。             

 支号（枝番）の配列は、原則として南北長辺街区は西南の角、 

東西長辺街 区は西北の角を起点として右まわり（時計まわり）に 

  より順に番号を付ける。 

(4) 地番の呼称                      

       地番は何町（何通）何丁目何番の１．２．３．．．等とする。

                                  

         附 則                      

     昭和５４年８月３１日 一部改正              

     昭和５５年２月２９日 一部改正 

平成１７年２月２５日 一部改正           

     



    

平成２４年５月１５日現在

役 職 氏 名 備 考

１ 号 委 員 田 口 佳 子 市議会議員

１ 号 委 員 村 上 慎 二 郎 市議会議員

１ 号 委 員 安 達 佳 代 市議会議員

２ 号 委 員 木　野　瀬　   吉　孝 春日井商工会議所副会頭

２ 号 委 員 長　谷　川　　浩　敏 尾張中央農業協同組合常務理事

春 日 井 市 町 名 等 審 議 会 委 員 名 簿

資料７

３ 号 委 員 村 中 治 彦 春日井郷土史研究会会長

３ 号 委 員 佐 々 木 博 美 名古屋法務局春日井支局長

３ 号 委 員 鈴 木 義 昭 郵便事業株式会社春日井支店長

（任期　平成２５年５月３１日）




